
議案第14号 

 

葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

葉山町国民健康保険条例（昭和34年葉山町条例第256号）の一部を

次のように改正する。 

 

（別 紙） 

 

令和３年２月10日提出 

 

葉山町長 山 梨 崇 仁  

 

 

提案理由 

国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）の改正に伴い、所

要の改正を行うため、提案するものであります。 



葉山町条例第 号 

 

   葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 葉山町国民健康保険条例（昭和 34 年葉山町条例第 256 号）の一部を次のように改正する。 

 第10条第１項中「第35条の２第１項」の次に「、第35条の３第１項」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の葉山町国民健康保険条例の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２

年度分までの保険料については、なお従前の例による。 



 

 

条例の概要 
 

 題 名 

葉山町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

国民健康保険法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うこととした。 

 

２ 内 容 

基礎賦課額の所得割額の算定について、所得に算入される長期譲渡所得の金額か

ら、低未利用土地等を譲渡した場合に控除される金額を控除することとした。 
 
 

 

３ 施行期日等 

（１）この条例は、令和３年４月１日から施行することとした。 
 
（２）改正後の葉山町国民健康保険条例の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、

令和２年度分までの保険料については、なお従前の例によることとした。 
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葉山町国民健康保険条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○葉山町国民健康保険条例 ○葉山町国民健康保険条例 

昭和34年９月29日条例第256号 昭和34年９月29日条例第256号

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項

若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、

第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の

適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附

則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の

４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの

規定の適用により同法第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の

６第15項又は第35条の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用があ

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項

若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、

第35条第１項、第35条の２第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、

これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条第５項に規定

する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項

又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法

第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35条の

３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適
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改正後 改正前 

る場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第

２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。

第16条の２第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、

同法第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する

場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この条及び第12条の13において同じ。）

の合計額から地方税法第314条の２第２項の規定による控除をした後の金

額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に、第12条の所得割の

保険料率を乗じて算定する。 

用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第

５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。第16条の２第１項第

１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項

（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。同号

において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項

に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等

の額をいう。以下この条及び第12条の13において同じ。）の合計額から地

方税法第314条の２第２項の規定による控除をした後の金額（以下「基礎控

除後の総所得金額等」という。）に、第12条の所得割の保険料率を乗じて

算定する。 

２ （略） ２ （略） 

 


